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令和３年 第４回栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和３年４月２７日 午後１時３０分、下記の件の議定のため、令和３年 第４回 

栗原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ５ 報告第 ２号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ６ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ７ 議案第 ２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第 ３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第 ４号 農用地利用集積計画について 

日程第１０ 議案第 ５号 非農地証明願について 

 

１ 出席委員 （２３名） 

    １番 佐々木  栄 夫 委員、  ２番 佐 藤    勝 委員、 

    ３番 熊 谷  ゆ り 委員、  ４番 佐々木    弘 委員、 

    ６番 菅 原  勝 宏 委員、  ７番 岩 淵  敬 一 委員、 

    ８番 米 山  嘉 彦 委員、  ９番 阿 部  一 信 委員、 

   １０番 曽 根  金 雄 委員、 １１番 三 浦  正 勝 委員、 

   １２番 鈴 木  和 子 委員、 １３番 芳 賀  博 秋 委員、 

   １４番 尾 形  陽一郎 委員、 １５番 髙 橋    寛 委員、 

   １６番 狩 野  善 典 委員、 １７番 佐々木  耕太郎 委員、 

   １８番 髙 橋  榮 一 委員、 １９番 岩 渕    弘 委員、 

   ２０番 三 浦    栄 委員、 ２１番 大 沢  純 香 委員、 

   ２２番 大 場  裕 之 委員、 

   ２３番 吉 田  優 俊 会長職務代理者、 

   ２４番 鈴 木  康 則 会長 

 

２ 欠席委員  

    ５番 遊 佐  一 成 委員 
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３ 議事に参与した者 

   事務局長        二階堂    賢 

   事務局長補佐      小 山  雅 規 

   農地農政係 主 査   高 橋    潤 

   農地農政係 主 事   千 葉  和 哉 

   農地農政係 主 事   菅 原  佑 太 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

議長 

 ご起立願います。 

「ご苦労様です。」ご着席願います。 

 皆様には農作業が本格的に始まり、忙しくなってきたことと思います。令和３年度も

よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 それでは、只今から、令和 ３年 第４回 

 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 

議長 

 ただいまの出席委員は、２３名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

議長 

 欠席、早退の通告があります。 

 議席番号  ５番 遊佐 一成 委員から所要のため、欠席する旨の、 

 議席番号２０番 三浦 栄 委員から、所要のため、午後２時３０分から、早退する旨

の、通告がございます。 

 

議長 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 議案説明等のため、事務局長ほか関係職員を出席させております。 

 

議長 

 なお、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、会議場の換気をしております。 

 また、皆様にはマスク着用をお願いいたします。 
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議長 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、農業委員会会議規則第２７条の規定により、議席番号 １７番 

佐々木 耕太郎 委員、議席番号 ２１番 大沢 純香 委員の両名を指名いたします。 

 

議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本総会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

議長 

 日程第３、事務報告を行います。 

 事務局長から報告いたします。 

 

事務局長 

 議案資料に基づき、令和３年３月３１日から令和３年４月２７日までに実施及び開催

があった事務事業等の報告並びに、令和３年５月１８日から令和３年５月２７日までに

予定している事務事業等について説明。 

 

議長 

 これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

議長 

 日程第４、報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告い

たします。 

 第１区の番号１番から３番までの３案件、第２区の番号４番・５番の２案件、第３区

の番号６番から１７番までの１２案件、合せて１７案件について、事務局から報告いた

します。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、高清水地区の田 ２筆 ６，０５４㎡、双方合意による農地法

第３条による賃貸借権解約の１案件、 
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 番号２番は、高清水地区の田 ２筆 ４，６２３㎡、双方合意による基盤法による賃

貸借権解約の１案件、 

 番号３番は、瀬峰地区の田 １０筆 １０，２８２㎡、及び畑 ４筆 １，１３０㎡、

合計 １１，４１２㎡、売買のための基盤法による賃貸借権解約の１案件、 

 第２区の番号４番は、金成地区の田 ２筆 ５，０２２㎡、売買のための農地法第３

条による賃貸借権解約の１案件、 

 番号５は、志波姫地区の田 １筆 １０２㎡、双方合意による農地法第３条による賃

貸借権解約の１案件、 

 第３区の番号６番は、栗駒地区の田 １筆 ５２６㎡、双方合意による農地法第３条

による賃貸借権解約の１案件、 

 番号７番は、栗駒地区の田 ２筆 ３，２２７㎡、 

 番号８番は、栗駒地区の田 ５筆 ７，１２０㎡、 

 番号９番は、栗駒地区の田 １３筆 ２０，５０６㎡、 

 番号１０番は、栗駒地区の田 ６筆 ８，２９７㎡、 

 番号１１番は、栗駒地区の田 ２０筆 ３５，３７４㎡、及び畑 ４筆 ７０３㎡、

合計 ３６，０７７㎡、 

 番号１２番は、栗駒地区の田 ９筆 １７，６９９㎡、及び畑 １筆 ２５０㎡、 

合計 １７，９４９㎡、 

 番号１３番は、栗駒地区の田 ３筆 ３，５０６㎡、 

 番号１４番は、栗駒地区の田 ４筆 ５，１６８㎡、 

 番号１５番は、栗駒地区の田 １１筆 １０，４８６㎡、いすれも、双方合意による

農地中間理事業による賃貸借権解約の９案件、 

 番号１６番は、鶯沢地区の田 ３筆 ４，５０４㎡、新たな賃貸借権設定のための基

盤法による賃貸借権解約の１案件、 

 番号１７番は、花山地区の田 ２筆 ８，１６７㎡、双方合意による基盤法による賃

貸借権解約の１案件、 

 以上、１７案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第４、報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、

報告を終わります。 

 

議長 

 日程第５、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、を報告いたします。 

 第１区の番号１番の１案件、第２区の番号２番から５番までの４案件、第３区の番号

６番の１案件、合せて６案件について、事務局から報告いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１番は、瀬峰地区の田 １筆 ５９９㎡、贈与のための農地法第３条に

よる使用貸借権解約の１案件、 

 第２区の番号２番は、若柳地区の田 ９筆 １２，７１６㎡、双方合意による農地法

第３条による使用貸借権解約の１案件、 

 番号３番は、若柳地区の田 ２筆 ４６１㎡、双方合意による農地法第３条による使

用貸借権解約の１案件、 

 番号４番は、若柳地区の田 ７筆 ８，３６５㎡、及び畑 ２筆 ２８９㎡、合計  

８，６５４㎡、双方合意による農地法第３条による使用貸借権解約の１案件、 

 番号５番は、志波姫地区の田 ９筆 ５，８９３㎡、及び畑 ５筆 ５，２９７㎡、

合計 １１，１９０㎡、双方合意による農地法第３条による使用貸借権解約の１案件、 

 第３区の番号６番は、栗駒地区の田 １筆 ４２９㎡、双方合意による農地中間理事

業による使用貸借権解約の１案件、 

 以上、６案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第５、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わりま

す。 

 

議長 

 日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

 

 はじめに、第１区の番号１番から９番までの、９案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、高清水地区の畑 ２筆 ２，２９１㎡、相手方の要望による所

有権権移転売買の１案件、 

 番号２番は、一迫地区の田 ７筆 １８，８７９㎡、及び畑 ３筆 ４，５１２㎡、

合計 ２３，３９１㎡、経営継承のための所有権移転贈与の１案件、 

 番号３番は、一迫地区の田 １４筆 ２３，３６６㎡、相手方の要望による賃貸借権

設定の１案件、 

 番号４番は、一迫地区の田 ３筆 ２，５４８㎡、相手方の要望による使用貸借権設

定の１案件、 

 番号５番、６番は関連案件となっており、営農型太陽光発電施設設置計画によるもの

で、番号５番は、一迫地区の田 １筆 ７４８㎡の内７４０．２６㎡、経営規模拡大に

よる太陽光パネル下の耕作部分に係る地上権設定の１案件、 
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 番号６番は、一迫地区の田 １筆 ７４８㎡、営農型太陽光発電施設設置に係る区分

地上権設定の１案件、 

 番号７番は、瀬峰地区の畑 ２筆 １，１３０㎡、経営規模拡大のための所有権移転

売買の１案件、 

 番号８番は、瀬峰地区の田 １筆 ５９９㎡、 

 番号９番は、瀬峰地区の田 １筆 ７８２㎡、いずれも、耕作利便のための所有権移

転贈与の２案件、 

 以上、９案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る４月２１日、議席番号１０番 曽根 金雄 委員、農地利用最適化推進委員

の氏家 優一 委員、及び鈴木 孝夫 委員が、現地確認調査を行っておりますので、その

結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、鈴木 孝夫 推進委員から報告願います。 

 

鈴木 孝夫 推進委員 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請については、去る４月２１日の水曜

日に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号１番から７番の詳細については、事務局より説明があったとおりですが、いずれ

も労力不足や後継者への贈与となっており、８番・９番の案件についても相手方の要望

による耕作利便性のためなどで、許可に当たっては、審査基準である全部効率利用要件

や地域調和要件を勘案しますと、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

 

 次に、第２区の番号１０番から２０番までの、１１案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第２区の番号１０番は、若柳地区の田 ５筆 ５１９㎡、経営規模拡大のための所有

権移転売買の１案件、市外居住者取得により詳細説明。 

 番号１１番・１２番は関連案件で、１１番は、若柳地区の田 ２筆 ４０４㎡、 

１２番は、若柳地区の田 １筆 ４３９㎡、いすれも、経営の合理化のための所有権移

転交換の２案件、 

 番号１３番・１４番は関連案件で、１３番は、若柳地区の田 ２筆 ４６１㎡、 

１４番は、若柳地区の田 １筆 ４６２㎡、いすれも、経営の合理化のための所有権移

転交換の２案件、 

 番号１５番は、若柳地区の田 ４筆 ３，０５９㎡、相手方の要望による賃貸借権設

定の１案件、 

 番号１６番は、金成地区の田 ２筆 ５，０２２㎡、経営規模拡大のための所有権移

転売買の１案件、 

 番号１７番は、金成地区の田 １筆 ２１５㎡、及び畑 １筆 ７６１㎡、合計  

９７６㎡、相手方の要望による所有権移転贈与の１案件、 

 番号１８番は、志波姫地区の田 １筆 １０２㎡、相手方の要望による所有権移転売

買の１案件、 

 番号１９番は、志波姫地区の田 １筆 ９９２㎡、経営規模拡大のための所有権移転

売買の１案件、 

 番号２０番は、志波姫地区の田 １筆 ６，４７９㎡、経営継承のための所有権移転

贈与の１案件、 

 以上、１１案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る４月２２日、議席番号 ７番 岩淵 敬一 委員、農地利用最適化推進委員の 

佐々木 剛 委員、及び鈴木 伸 委員が、現地確認調査を行っておりますので、その結果

の報告をお願いいたします。 

 それでは、７番 岩淵 敬一 委員から報告願います。 

 

７番 岩淵 敬一 委員 

 ７番の岩淵です。 

 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請については、去る４月２２日の木曜

日に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号１０番から２０番の詳細につきましては、事務局から詳細に説明があったとおり

ですが、１０番は、参考資料の場所で市外の方ですが、当市において経営規模の拡大を

目指している方の申請でございます。 

 １１番から２０番については、いずれも経営の合理化や経営規模の拡大または、経営

を引く継ぐためのものであり、許可に当たっては、審査基準である全部効率利用要件や
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地域調和要件を勘案しますと、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号２１番から２８番までの、８案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号２１番は、栗駒地区の田 １筆 ５９０㎡、 

 番号２２番は、栗駒地区の田 １筆 ５２６㎡、及び畑 ２筆 ５０７㎡、合計  

１，０３３㎡、相手方の要望による所有権移転贈与の１案件、 

 番号２３番は、栗駒地区の田 ２６筆 ４０，６８４㎡、及び、畑 １０筆  

５，５６１．４８㎡、合計 ４６，２４５．４８㎡、経営継承のための所有権移転贈与

の１案件、 

 番号２４番は、栗駒地区の田 １筆 １，０２０㎡、 

 番号２５番は、栗駒地区の田 ５筆 ３，３３５㎡、いずれも、相手方の要望による

賃貸借権設定の２案件、 

 番号２６番は、栗駒地区の田 １筆 ７８７㎡、 

 番号２７番は、栗駒地区の田 １筆 ５，８２３㎡、いずれも、経営規模拡大のため

の賃貸借権設定の２案件、 

 番号２８番は、花山地区の田 １筆 １，２０４㎡、経営の合理化のための使用貸借

権設定の１案件、 

 以上、８案件の説明と許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る４月２２日、議席番号２３番 吉田 優俊 委員、農地利用最適化推進委員

の佐藤 東一 委員 及び三浦 勇市 委員が、現地確認調査を行っておりますので、その

結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、三浦 勇市 推進委員から報告願います。 
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三浦 勇市 推進委員 

 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請については、去る４月２２日の木曜

日に４名にて、書類審査を行いました。 

 番号２１番から２８番までの全８案件については、許可に当たっては、特に問題がな

いものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号１番か

ら２８番までの２８案件は、原案のとおり許可することに、ご異議ございませんか 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番

号１番から２８番までの２８案件については、原案のとおり、許可することに決定いた

しました。 

 

議長 

 日程第７、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

 はじめに、第２区の番号１番の案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１番は、若柳地区の畑 １筆 ５３０㎡を住宅用地として転用し、一般

個人住宅 1棟を建築造成するものであります。 

 農地区分は、都市計画区域の第１種住居地域となっているため、第３種農地で取り扱

う旨の１案件が許可要件を満たしていることを説明。 
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議長 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐々木 剛 推進委員から報告願います。 

 

佐々木 剛 推進委員 

 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について、去る４月２２日に４名に

て現地確認を行ってまいりました。 

 番号１番については、申請者の家族が増え４世代となっており、現在の住居で暮らす

には狭い状況となったため、所有する畑を転用し、新たに住宅を新築するものであり、

許可に当たっては、何ら問題はないものと確認してまいりました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号２番の案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号２番は、鶯沢地区の畑 １筆 ７１４㎡のうち２６９．６２㎡を住宅用

地として転用し、既存宅地と併せ宅道及び駐車場を造成するものであります。 

 農地区分は、１０ha以上の農地の広がりがある第１種農地に該当しますが、既存敷地

面積の２分の１以内の拡張となるので、不許可の例外規定で取り扱う。 

 なお、宅道部分については、先代が居宅を建築した際、既に造成し現在まで利用され

ているということで、申請にあたって顛末書が提出されている旨の１案件が許可要件を

満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐藤 東一 推進委員から報告願います。 
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佐藤 東一 推進委員 

 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について、去る４月２２日、栗駒総

合支所において、４名にて書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号２番については、事務局から説明ありましたが、３区の参考資料２ページのとお

り、畑にあるハウスの一部を撤去し、さらに宅地にある建物を撤去し、その場所を併せ 

て車の駐車場を造成する予定であり、許可に当たっては、特に問題はないものと判断い

たしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

 ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請についての、番号１番・

２番の２案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第７、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請についての、番

号１番・２番の２案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 日程第８、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

 はじめに、第１区の番号１番・２番の２案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、所有権移転売買の案件で、一迫地区の畑 １筆 ５６２㎡を 

住宅用地として転用し、隣接する宅地及び雑種地を併用し、建売住宅及び駐車場を建築
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造成するものであります。 

 農地区分は、街区における宅地面積の割合が４０％を越える地域内であることから、

第３種農地に該当する旨の１案件、 

 番号２番は、地上権設定の案件で、一迫地区の田 １筆 ７４８㎡のうち７．７４㎡

を地上権設定により借り受け、支柱部分を業務用地として一時転用し、営農型太陽光発

電施設を設置して売電収入を得ることに加え、パネルの下部で原木しいたけの栽培を行

うものであります。 

 また、支柱を除いた農地で営農を行うため、農地法第３条の規定による地上権設定の

申請が、農地の空中部分を利用して、営農型太陽光発電施設を設置しますので、空中部

分に対して、農地法第３条の規定による区分地上権設定の申請がされております。 

 農地区分は、農地の広がりがあり第１種農地に該当しますが、営農型太陽光発電設備

に係る許可日から３年間の一時転用ですので、不許可の例外規定に該当する旨の１案件 

 以上、３案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、氏家 優一 推進委員から報告願います。 

 

氏家 優一 推進委員 

 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、去る４月２１日の水曜日

に４名にて、現地調査確認を実施いたしました。 

 番号１番については、現地を確認しますと、申請地は周辺が宅地に囲まれておりまし

た。そこに住宅と駐車場を建設する計画でございます。汚水は下水道に排水することで

周囲への影響はなく転用許可に当たっては、特に問題はないものと判断いたしました。 

 番号２番については、申請の詳細内容につきましては、ただ今事務局から説明があっ

たとおりでございます。業務用地として一時転用し、申請地に営農型太陽光発電設備を

建設する計画です。排水は既存の排水路に流すということなので、周辺農地には影響与

えないことが確認できました。また、遮光カーテンでの隣接地への日照障害についても

隣接者の同意を得られたということですので、転用許可に当たっては、特に問題はない

ものと判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  「はい」の声 
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議長 

 １６番 狩野善典 委員 

 

１６番 狩野 善典 委員 

 １６番の狩野善典です。 

 番号２番の件について、営農型太陽光発電施設となっており、太陽光パネルの下部で

原木しいたけを栽培するということですが、原木しいたけは、ただ今出荷制限がかかっ

ているのに、栽培の方は許可に当たって大丈夫か。 

 

議長 

 事務局説明 

 

事務局 

 ただ今のご質問のとおり、現在、宮城県産の原木に関しましては、先の原発事故にお

ける放射能の影響で、宮城県産の原木については現在、使用できないことになっており

ます。併せまして、しいたけの出荷に関しましても出荷制限がかけられているところで

あります。 

 この件につきまして、申請受付時に事業者に確認したところ、原木に関しましては、

岩手県または、青森県の原木を導入するということで、現在、そちらの調整をしている

ことを確認しております。 

 それから、出荷制限につきましては、宮城県で基準値未満であることを確認した上

で、国の確認を受けることで、出荷制限が解除されることになっており、これにつきま

しては、宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所を通じて協議中ということで、事前

に宮城県と協議し、平行して進めているところでおり、出荷までには、出荷制限が解除

される見込みとなっております。 

 

議長 

 狩野委員、よろしいですか 

 

１６番 狩野 善典 委員 

 わかりました。 

 

議長 

 その他ございませんか 

 

  ―「質疑なし」の声― 
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議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号３番から５番までの３案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号３番は、所有権移転売買の案件で、志波姫地区の田 １筆 ３４０㎡、

及び畑 ２筆 １３．７９㎡、合計 ３５３．７９㎡を業務用地として転用し、障害福

祉施設及び駐車場を建築造成するものであります。 

 農地区分は、接続する道路に２種類以上の埋設管が備わっており、周辺５００ｍ以内

に医院等が２軒以上存在していることから、第３種農地で取り扱う旨の１案件、 

 番号４番は、所有権移転売買の案件で、志波姫地区の田 １筆 ３１４㎡を事業用地

として転用し、譲受人が経営する医院の駐車場を造成するものであります。 

 農地区分は、志波姫総合支所から概ね３００ｍ以内であることから、第３種農地で取

り扱う旨の１案件、 

 番号５番は、使用貸借権設定の案件で、志波姫地区の田 １筆 ５５２㎡を住宅用地

として転用し、一般個人住宅及び駐車場を建築造成するものであります。 

 農地区分は、農地の広がりがあり第１種農地に該当しますが、集落と接続して建築さ

れることから、不許可の例外規定として取り扱う旨の１案件、 

 以上、３案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、鈴木 伸 推進委員から報告願います。 

 

鈴木 伸 推進委員 

 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、去る４月２２日の木曜日

に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 詳細につきましては、先ほど事務局から説明があったとおりで、３案件とも転用許可

に当たっては、特に問題がないものと判断してまいりました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 
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議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号６番の案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号６番は、使用貸借権設定の案件で、栗駒地区の畑 １筆 １５８㎡を 

業務用地として転用し、譲受人の経営する会社の従業員用駐車場を造成するものであり

ます。 

 農地区分は、１０ha以上の農地の広がりがある第１種農地に該当しますが、既存敷地

面積の２分の１以内の拡張となるので、不許可の例外規定で取り扱う。 

 なお、当該地は、既に造成され駐車場として利用されていたことから、今回追認によ

り転用許可を受けるため、事業者より始末書提出のうえ、申請されている旨の１案件が

許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐藤 東一 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 東一 推進委員 

 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、去る４月２２日の木曜日

に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号６番は、先ほど事務局から説明があったとおり、既に舗装され駐車場が造成され

ておりました。始末書の提出があり周囲への影響も無いと思われることから許可に当た

っては特に問題がないものと判断してまいりました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号１番か

ら６番までの６案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 
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  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第８、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番

号１番から６番までの６案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 日程第１０、議案第４号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

 ここで、議案の訂正をお願いします。４３ページの番号２６番ですが、貸渡人の死亡

が本日判明し、取消願いが出されましたので、番号２６番を欠番といたします。 

 それでは、農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限

に該当する案件がありますので、はじめに、審議を行います。 

 

 第２区の番号３８番の案件を審議いたします。 

 議席番号３番 熊谷 ゆり 委員は、議事参与の制限に当たりますので退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時１６分）（ ３番 熊谷 ゆり 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時１６分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号３８番は、金成地区の田 １筆 １，３０２㎡、所有権移転売買の１案

件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号３８番の案件は、原案

を可とすることに、ご異議ございませんか。 
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  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 

 よって、日程第９、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号３８番の案件

は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号 

３番 熊谷 ゆり 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時１７分）（ ３番 熊谷 ゆり 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時１８分） 

 

 次に、第３区の番号５７番の案件を審議いたします。 

 議席番号１９番 岩渕 弘 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時１８分）（ １９番 岩渕 弘 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後２時１９分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号５７番は、栗駒地区の田 ２筆 １，６４９㎡、及び、鶯沢地区の田 

５筆 ２，９３８㎡、合計 ４，５８７ｍ、農地中間管理事業による新規の賃貸借権設

定である旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 
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議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号５７番の案件は、原案

を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号５７番の案件

は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号 

１９番 岩渕 弘 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２０分）（ １９番 岩渕 弘 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２０分） 

 次に、第３区の番号６３番の案件を審議いたします。 

 

 議席番号１３番 芳賀 博秋 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

暫時休憩いたします。（午後２時２１分）（ １３番 芳賀 博秋 委員、退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後２時２１分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号６３番は、鶯沢地区の田 ４筆 ５，８９５㎡、更新の賃貸借権設定で

ある旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 



 19 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 

 それでは、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号６３番の案件は、原案

を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 

 よって、日程第９、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号６３番の案件

は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号 

１３番 芳賀 博秋 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２２分）（ １３番 芳賀 博秋 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２２分） 

 

 次に、第１区の番号１番から２５番までの２５案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 １筆 ４６２㎡、所有権移転売買である旨の１

案件、 

 番号２番は、築館地区の田 １筆 １，９８８㎡、 

 番号３番は、築館地区の田 ７筆 １０，７７４㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定

である旨の２案件、 

 番号４番は、高清水地区の田 ５筆 ７，３２３㎡、 

 番号５番は、高清水地区の田 ３筆 ３，３２０㎡、いずれも、所有権移転売買であ

る旨の２案件、 

 番号６番は、高清水地区の田 ８筆 ９，３４８㎡、 
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 番号７番は、高清水地区の田 １９筆 ２１，０８５㎡、 

 番号８番は、高清水地区の田 ３筆 ３，３７４㎡、 

 番号９番は、高清水地区の田 ５筆 ４，２６１㎡、 

 番号１０番は、高清水地区の田 ５筆 ４，３１９㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の５案件、 

 番号１１番は、高清水地区の田 ２２筆 ２１，０８３㎡、及び畑 １筆 ６２５㎡、

合計 ２１，７０８㎡、農地中間管理事業による新規の賃貸借権設定である旨の１案

件、 

 番号１２番は、一迫地区の田 １筆 ８，２００㎡、 

 番号１３番は、一迫地区の田 １筆 ８００㎡、いずれも、所有権移転売買である旨

の２案件、 

 番号１４番は、一迫地区の田 ２筆 ３，８１２㎡、 

 番号１５番は、一迫地区の田 ３筆 ５，２０７㎡、及び畑 １筆 ４３８㎡、合計 

５，６４５㎡、 

 番号１６番は、一迫地区の田 １筆 ２，６７２㎡、 

 番号１７番は、一迫地区の田 ２筆 １０，１３７㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の４案件、 

 番号１８番は、一迫地区の田 ２筆 ６，８３５㎡、新規及び更新の賃貸借権設定で

ある旨の１案件、 

 番号１９番は、瀬峰地区の田 １０筆 １０，２８２㎡、所有権移転売買である旨の

１案件、 

 番号２０番は、瀬峰地区の田 ６筆 ５，９６７㎡、 

 番号２１番は、瀬峰地区の田 １４筆 １７，８０７㎡、いずれも、新規の賃貸借権

設定である旨の２案件、 

 番号２２番は、瀬峰地区の田 ６筆 ６，１６３㎡、 

 番号２３番は、瀬峰地区の田 ４筆 ３，８８７㎡、 

 番号２４番は、瀬峰地区の田 ２２筆 ３８，２６５、及び畑 １筆 ３２５㎡、 

合計 ３８，５９０㎡、 

 番号２５番は、瀬峰地区の田 １筆 ４，１３５㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の４案件、 

 以上、２５案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 
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議長 

 質疑なしと認めます。 

 

 次に、第２区の番号２７番から３７番までの１１案件、及び、番号３９番・４０番の

２案件、合わせて、１３案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号２７番は、若柳地区の田 ２２筆 １８，２８５㎡、所有権移転売買で

ある旨の１案件、 

 番号２８番は、若柳地区の田 ５筆 ３，８１２㎡、 

 番号２９番は、若柳地区の田 １筆 １７５㎡、 

 番号３０番は、若柳地区の田 ９筆 １２，７１６㎡、 

 番号３１番は、若柳地区の田 ９筆 ９，３５７㎡、 

 番号３２番は、若柳地区の田 １筆 ２，０１５㎡、 

 番号３３番は、若柳地区の田 ４筆 ７，１５１㎡、及び畑 ２筆 ２８９㎡、並び

に、志波姫地区の田 ３筆 １，２１４㎡、合計 ８，６５４㎡、いずれも、新規の賃

貸借権設定である旨の６案件、 

 番号３４番は、若柳地区の田 ９筆 ９，３５４㎡、農地中間管理事業による新規の

賃貸借権設定である旨の１案件、 

 番号３５番は、金成地区の田 ５筆 １８，９３６㎡、 

 番号３６番は、金成地区の田 １筆 １，００７㎡、 

 番号３７番は、金成地区の田 ５筆 ２，１５１㎡、いずれも、所有権移転売買であ

る旨の３案件、 

 番号３９番は、金成地区の田 １９筆 ２１，３８８㎡、更新の賃貸借権設定である

旨の１案件、 

 番号４０番は、志波姫地区の田 ５筆 ６，４０１㎡、新規の賃貸借権設定である旨

の１案件、 

 以上、１３案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 
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議長 

 次に、第３区の番号４１番から５６番までの１６案件、番号５８番から６２番までの

５案件、及び番号６４番から６６番までの３案件、合わせて、２４案件を審議いたしま

す。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号４１番は、栗駒地区の田 １筆 ８６５㎡、 

 番号４２番は、栗駒地区の田 １筆 １，０５８㎡、 

 番号４３番は、栗駒地区の田 １筆 ２，５０８㎡、 

 番号４４番は、栗駒地区の田 ４筆 ６，６５３㎡、 

 番号４５番は、栗駒地区の田 ４筆 ６，１８９㎡、 

 番号４６番は、栗駒地区の田 ３筆 ２，３２３㎡、 

 番号４７番は、栗駒地区の田 ４筆 ６，５９０㎡、 

 番号４８番は、栗駒地区の田 ４筆 ７，４２４㎡、 

 番号４９番は、栗駒地区の田 １筆 ３，０７４㎡、 

 番号５０番は、栗駒地区の田 ２筆 １４，３８５㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の１０案件、 

 番号５１番は、栗駒地区の田 １３筆 ２８，２４９㎡、新規及び更新の賃貸借権設

定である旨の１案件、 

 番号５２番は、栗駒地区の田 ６筆 ４，２１１㎡、 

 番号５３番は、栗駒地区の田 ２筆 ３，９５０㎡、 

 番号５４番は、栗駒地区の田 ２筆 ２，２４３㎡、 

 番号５５番は、栗駒地区の田 ３筆 ３，０３１㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の４案件、 

 番号５６番は、栗駒地区の田 ２５筆 ２９，６３７㎡、農地中間管理事業による新

規の賃貸借権設定である旨の１案件、 

 番号５８番は、鶯沢地区の田 １０筆 １３，０６７㎡、所有権移転売買である旨の

１案件、 

 番号５９番は、鶯沢地区の田 ６筆 ２，６７０㎡、新規の賃貸借権設定である旨の

１案件、 

 番号６０番は、鶯沢地区の田 １４筆 １４，８９９㎡、 

 番号６１番は、鶯沢地区の田 １筆 ２，３０６㎡、 

 番号６２番は、鶯沢地区の田 ８筆 ７，５６４㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の３案件、 

 番号６４番は、鶯沢地区の田 １８筆 １５，７９０㎡、 

 番号６５番は、鶯沢地区の田 ８筆 ５，９９１㎡、いずれも、農地中間管理事業に

よる新規の賃貸借権設定である旨の２案件、 



 23 

 番号６６番は、花山地区の田 ６筆 ７，２８８㎡、新規の賃貸借権設定である旨の

１案件、 

 以上、２４案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 それでは、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号１番から２５番までの

２５案件、番号２７番から３７番までの１１案件、番号３９番から５６番までの１８案

件、番号５８番から６２番までの５案件、及び、番号６４番から６６番までの３案件、 

合わせて、６２案件については、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号１番から２５

番までの２５案件、番号２７番から３７番までの１１案件、番号３９番から５６番まで

の１８案件、番号５８番から６２番までの５案件、及び、番号６４番から６６番までの

３案件、合わせて、６２案件については、原案を可とすることに、決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 日程第１０、議案第５号 非農地証明願について、を議題といたします。 

 はじめに、第１区の番号１番から３番までの３案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の畑 １筆 ３１６㎡、願出地は、昭和５４年頃から

先代の父が居宅を建築し、現在に至るものであり、農地への復元が困難であることか

ら、宅地への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号２番は、築館地区の田 １筆 ２２８㎡、願出地は、昭和５６年頃から労力不足

により耕作できずにいたところ原野化し現在に至るものであり、農地への復元が困難で

あることから、原野への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号３番は、築館地区の田 １筆 １，４１０㎡、願出地は、昭和６０年頃から労力
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不足により耕作できずにいたところ山林化し現在に至るものであり、農地への復元が困

難であることから、山林への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 以上、３案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、１０番 曽根 金雄 委員から報告願います。 

 

１０番 曽根 金雄 委員 

 議案第５号 非農地証明願については、去る４月２１日の水曜日に４名にて、書類審

査及び現地確認を行いました。 

 詳細については、先ほど事務局から説明があったとおりで、番号１番の件について

は、先代である父親が兄の土地を譲り受けて居宅を建築し現在に至るものでございます

が、現在は空き家になっている状況です。 

 番号２番の件については、国道４号に隣接する筆界未定地の農地でございますが、労

力不足ということで、現地確認をしますと、低い窪地になっておりまして、市外で生活

しているため管理もままならず、現在に至っている状況であります。 

 番号３番の件につきましては、所有者が労力不足により耕作できずということでござ

いますが、本人は農機具もなく、以前は作業を他の人に委託していたのですが、周囲の

農地は１０年くらい前までは耕作していましたが、周囲も耕作しなくなり徐々に農道も

通行できなくなり、進入できない状況であり、農地への復旧は困難であることを確認し

てまいりました。以上のことから、３案件とも許可に当たっては特に問題がないものと

判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

暫時休憩いたします。（午後２時３３分） 

 

議長 

お諮りいたします。 

会議開始から１時間以上が経過しましたが、あと１０分前後で終了すると思われます

ので、休憩を取らないで会議を継続してよろしいか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時３４分） 
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議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 

 次に、第３区の番号４番から６番までの３案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号４番は、栗駒地区の畑 １筆 １００，２８４㎡、願出地は、採草地と

して利用していたが、平成３年１０月から牧草の生育不良により耕作をやめ、その後、

原野化し現在に至るものであり、農地への復元が困難であることから、原野への地目変

更を願い出た旨の１案件 

 番号５番は、栗駒地区の田 ２筆 １，８５１㎡、及び畑 １筆 ５６１㎡、合計 

２，４１２㎡、願出地は、平成５年頃から労力不足により耕作できずにいたところ原野

化し現在に至るものであり、農地への復元が困難であることから、原野への地目変更を

願い出た旨の１案件、 

 番号６番は、栗駒地区の畑 １筆 ２６５㎡、願出地は、昭和５１年頃に経営する会

社の事業拡大に伴い、駐車場及び資材置場として造成し現在に至るものであり、農地へ

の復元が困難であることから、宅地への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 以上、３案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、２３番 吉田 優俊 委員から報告願います。 

 

２３番 吉田 優俊 委員 

 議案第５号 非農地証明願については、去る４月２２日の木曜日に４名にて、書類審

査及び現地確認を行いました。 

 番号４番から６番までの３案件でございますが、内容につきましては、事務局が説明

したとおりであります。 

 番号４番については、栗駒山を見上げると左側に台形に見える山がございますが、そ

の麓、要するに深山牧場の下の部分に１０町歩という広大な牧草地を造成されたという
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ことですが、耕作をやめてから見るからに３０年以上経過しておりまして、牧草地とし

ての跡形はなく原野化しておりました。これを農地に復元することは至難の業であろう

と確認しました。 

 ５番につきましては、労力不足ということでございまして、改めて農地に復元するこ

とは難しいのかなと、確認しました。 

 ６番については、宅地の中の農地ということで、昔は自家栽培で自給自足の生活をし

ていたことがありますが、その畑部分について、会社の事業拡大に伴い手続きをしない

まま資材置き場等を造成した形であり、農地に復元することは困難であると確認してま

いりました。以上、３件については特に問題がないものと思われます。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 非農地証明願についての、番号１番から６番までの６案件

は、原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１０、議案第５号 非農地証明願についての、番号１番から６番まで

の６案件は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議長 

 以上をもちまして、会議案件は全て議了いたしました。 

 これで、令和３年 第４回 栗原市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

議長（会長） 

 ご起立願います。ご苦労様でした。 
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  ＜ 午後 ２時 ４６分 閉会 ＞ 

 

 

本会議の顛末を記録し、その正当なることを証するためここに署名する。 
 

 

          議     長                 

 

 

          議事録署名委員                 

 

 

          議事録署名委員                 


